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教育活動の再開について（お知らせ） 

 

 保護者ならびにお子様には、長期にわたる臨時休業で大変ご心配をおかけし、ご心労のことと拝察いたし

ます。 

先日県教育委員会教育長より、県立学校における教育活動の再開について通知がまいりました。これを

受け、本校では、下記のとおり教育活動を開始することにいたしました。 

福岡県の緊急事態宣言は解除されましたが、感染拡大予防については、今後も気を緩めることなく取り

組まなければならず、全国的にも大規模である本校の実情や、次なる感染拡大（いわゆる第二波・第三

波）等に備えるために、分散登校や特別時制での学校再開になりますことをご了承ください。 

今しばらくご不便とご迷惑をおかけいたしますが、お子様の命と健康を守り、新型コロナウイルスと長

期的に向き合いながらの教育活動になることを基本に考えておりますので、ご理解とご協力を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

※ 時制については、別途月行事をご確認ください。 

 

記 

 

１ ５月１８日（月）時点での学校再開に向けた考えについて 

（１）フェーズについて 

福岡県の新規感染者数は、直近の平均が０に近い数字になっていますが、「感染症による緊急事態宣言

の発令、長期の臨時休業、入学・始業の大幅なずれ込み」という、過去に経験のない状況下となり、学校

再開時は、特に慎重に対応する必要があると考えています。 

また、感染再上昇期（いわゆる第二波）が来る可能性が極めて高いと専門家の多くが述べていますので、

そのことに備えるためにも、フェーズ２としてスタートします。 

 

（２）給食について 

給食は実施しますが、準備は教員だけで行います。 

 

２ 在校生 登校日 

令和2年5月２５日（月）・２６日（火）・２７日（水） １２：００下校（給食はありません） 

 

３ 授業開始日 

  令和２年５月２８日（木） １２：３０下校（給食があります）  

6月１日以降は、１５：１５下校（通常時制）を予定しています。 

※ ６月１日（月）以降は、別紙「６月行事計画のあらまし」でご確認ください。 

 

４ 給食 

５月２８日（木）より開始します。 

 

５ その他 

〇 お子様の体調不良時の連絡・対応等について、別紙を遵守ください。 

〇 ６月行事計画のあらましの登校予定表をご確認ください。 

〇 放課後等デイサービス等をご利用のご家庭におかれましては、登校が変則的になりますので、 

十分連絡を取り合っていただきますようお願いします。 


